
新規就農者育成総合対策のうち

経営発展支援事業

就農後の経営発展のために、

都道府県が機械・施設等の導入を支援する場合、

都道府県支援分の２倍を国が支援する事業を新たに創設しました。
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経営発展支援事業について

① 対象者

② 対象経費

就農後の経営発展のために、都道府県が機械・施設等の導入を支援する場合、都道府県
支援分の２倍を国が支援します。

補助率：都道府県支援分の２倍を国が支援（国の補助上限1/2）
例１. 国1/2、県1/4、本人1/4   例２. 国1/2、県1/3、本人1/6

支援額：補助対象事業費上限 1,000万円
※経営開始資金の交付対象者は、補助対象事業費上限500万円

※経営継承・発展支援事業との併用は不可。また、他の国の助成事業の対象として整備するものでないこと。

① 独立・自営就農時の年齢が、原則49歳以下であり、次世代を担う農業者となることについて強い意

欲を示していること。

② 令和４年度中に、独立・自営就農すること。

③ 認定新規就農者であること。

④ 農業経営を継承する場合は、継承する経営に従事してから５年以内に継承する者で、継承する経

営を発展させる計画※ を立てること。

⑤ 人・農地プランに位置付けられている、若しくは位置付けられることが確実と見込まれる、又は農地中

間管理機構から農地を借り受けていること。

⑥ 雇用就農資金及び経営継承・発展等支援事業の交付を受けていないこと。

⑦ 本人負担分について、融資を受けていること。（青年等就農資金を活用可） 等

※ 所得、売上、付加価値額のいずれかを10%増、又は生産コスト10%減

● 対象となる事業内容は以下のとおりです。

機械（軽トラ除く）・施設、家畜導入、果樹・茶の新植・改植、機械等リース料等の初
期投資的な経費

● 事業内容の主な要件は以下のとおりです。

① 事業費が整備内容ごとに50万円以上であること。

② 事業の対象となる機械等は、新品の法定耐用年数がおおむね５年以上20年以下のものであること。

また、中古機械及び中古施設にあっては、中古耐用年数が２年以上のものであること。

③ 農業経営以外の用途に容易に供されるような汎用性の高いものでないこと。

④ あらかじめ立てた計画の達成に直結するものであること。

⑤ 園芸施設共済、農機具共済、民間事業者が提供する保険加入等、気象災害等による被災に備え

た措置がされるものであること。（家畜の導入、果樹・茶の新植・改植は除く）

⑥ 個々の事業内容について、単年度で完了すること。 等

● 主な要件は以下のとおりです。

本人負担は必要です！



④ ポイント制（取組に応じた事業採択方式）

③ 対象となる事業内容の詳細

Ⅰ．ポイント項目

応募される新規就農者の取組をポイント化し、ポイントの高い者から配分の対象とします。

・ 目標として行う項目（No.3,4,7,8）については、事業実施年度の４年後の年度までに行う。

※1 支援分野は「技術・経営指導」、「農地確保支援」、「機械・施設等の確保支援」、「資金相談」、
「農業者による指導」、「販路支援」、「生活に係る支援（住居、子育て等）」、「事務局・全体調整」

※2 家族経営協定の必須項目は、農業経営の方針、農作業の役割分担、労働報酬、労働時間・休日
に関する事項とする。法人の場合は就業規則等、一人で農業経営する場合は家族経営協定に類するもの
として自らの働き方に関する規定を書面で定めている場合に同協定を定めているものとみなす。

例えば、以下のような取組が支援の対象となります。
・ トラクター、田植機、コンバインなどの農業用機械の取得
・ 育苗施設、集出荷施設（選果機）、畜舎など設備の取得
・ ビニールハウスの整備
・ 家畜の導入や果樹・茶の新植・改植
・ 簡単な基盤整備（区画整理、畦畔の除去）

Ⅱ．都道府県加算ポイント

都道府県は持ち点の範囲で、各県が設定する取組に対してポイント加算できます。

【都道府県が設定する取組等のイメージ】

取組等の内容 ポイント（例）

都道府県の振興作物の作付け レタス(３点)、ブドウ(２点)、ニンジン(１点)

都道府県が推奨する研修期間の卒業 ○○トレーニングファーム(２点)、県立農大(１点)

年齢 20代(２点)、30代(１点)



⑤ 本事業に関する問い合わせ先

東北農政局 経営支援課

関東農政局 経営支援課

北陸農政局 経営支援課

東海農政局 経営支援課

近畿農政局 経営支援課

中国四国農政局 経営支援課

九州農政局 経営支援課

沖縄総合事務局 経営課

☎022ｰ221ｰ6217

☎048-740-0394

☎076ｰ232-4238

☎052ｰ223ｰ4620

☎075ｰ414ｰ9055

☎086ｰ224-8842

☎096-300-6375

☎098-866-1628

本事業による農業者への支援は市町村等を通じて行われます。
事業の詳細については、市町村の農政担当部局又は都道府県の農政部局、以下の

地方農政局等へお問合せ下さい。


